
 別紙３「消防計画と非常災害対策の関係」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：任意消防計画とは、消防本部予防課と介護保険課の連携により作成された「座間市小規模社

会福祉施設用消防計画」を示す。 

注意：その他必要な訓練には、消防本部予防課・消防署と介護保険課が連携して行う「介護保険事

業所の職員に対する消防・救急講習会」、普通救命講習会等、座間市いっせい防災行動訓練（シェイ

クアウト訓練）なども含まれます。 

消防計画による 

消防訓練 

非常災害対策 

消火訓練 

 年２回以上 

避難訓練 

 年２回以上 

通報訓練 

 消防計画で定めた回

数(最低年１回以上) 

非常災害対策で必要と

される訓練 

 

 

消防訓練と一体として

実施されたものとして取

扱う。 

 

〇防火管理者の選任と

届出 

〇消防計画の作成と届

出 

 

〇消防訓練実施計画書

の届出（義務） 

〇消防訓練実施結果報

告書(任意・推奨) 

 

消防法により防火管理者を置くことが、義務付けさ

れる指定地域密着型介護事業所 

消防法により防火管理者を置くことが、義務付けさ

れない指定地域密着型介護事業所 

〇防火責任者の選任 

 

〇任意消防計画の作成 

 

〇消防訓練実施計画書

の届出（任意・推奨） 

 

〇消防訓練実施結果報

告書(任意・推奨) 

 

任意消防計画(※１)に

よる 

消防訓練 
消火訓練 

 年１回以上 

避難訓練 

 年１回以上 

通報訓練 

 年１回以上 

非常災害対策 

非常災害対策で必要と

される訓練 

 

任意消防計画（※１）で、

明確化され実施された

場合、一体的に実施さ

れたものとして取扱う。 

 

 

座間市指定認知症対応型共同生活介護事業所、小

規模多機能型居宅介護事業所の一部、看護小規模

多機能型居宅介護事業所 

座間市指定地域密着型通所介護事業所 

その他必要な訓練 

その他必要な訓練 


